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学校給食の提供について 

 

向春の候、皆様におかれましては、益々御健勝のことと存じます。また、お子様の御入学に際しまし

て、お祝い申し上げます。 

さて、福生市で実施しています学校給食について、次のとおり御案内いたします。 

 

１ 学校給食の申込み手続きについて 

   福生市の学校給食は、小中学校共に同一献立で、段階に応じて量を変更して提供しています。 

   学校給食の申込み手続きについては、小学校でいただいた申込みを引続き使用していきますので、

新たな申込みはありません。 

 

２ 学校給食実施予定について 

   福生市小中学校給食年間実施計画に基づき、次の期間内で、年間 190回を上限として実施します。 

第一学期：令和５年４月 10日（月）から ７月 19日（水）まで 

第二学期：令和５年８月 30日（水）から 12月 22日（金）まで 

第三学期：令和６年１月 10日（水）から ３月 21日（木）まで 

 

３ 学校給食費について 

   学校給食費は次のとおりです。 

学 年 学校給食費（月単価） 学校給食費（一食単価） 

中学生 4,600円 260円 

   ※最終月分のみ 4,080円 

 

４ 学校給食費の納付について 

小学校と同様に、学校給食費は原則として４月から翌年２月までの 11回に分けて、口座振替で納付

をしていただきます。小学校で登録をいただいた口座から引落としをさせていただきますので、新たな

手続きはありません。 

口座振替の登録がお済みでない方は、手続きをお願いいたします。 

なお、８月は学校給食の実施はありませんが３月分として取り扱い、転入等により８月に学校給食費

の設定ができなかった場合は、３月に納付をしていただきます。 

令和５年度福生市学校給食費納期限（口座振替日） 

４月 ５月１日（月） 10月 10月 31日（火） 

５月 ５月 31日（水） 11月 11月 30日（木） 

６月 ６月 30日（金） 12月 12月 28日（木） 

７月 ７月 31日（月） １月 １月 31日（水） 

８月 ８月 31日（木） ２月 ２月 29日（木） 

９月 10月２日（月） ３月 ４月１日（月） 

 

裏面を御覧ください。 



５ 学校給食食材の安全性について 

学校給食で使用する食材や牛乳等については、福生市学校給食用物資規格基準を厳守し、食品衛生法

に基づく安全が確認されている食材を購入し、使用しています。 

 

６ 学校給食における食物アレルギーの対応等について（重要） 

 福生市の学校給食における食物アレルギーの対応等は、次の４種類となります。 

 新たに対応が必要な場合は、提出していただく書類がありますので、事前に学校または学校給

食センターまで御相談をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 問合せ先 

・学校給食費については、福生市教育委員会教育部教育支援課学務・給食係 （電話 042-551-1948） 

  学校給食センター（電話 042-551-8351） 

・学校給食の内容、食物アレルギー等については、学校給食センター （電話 042-551-8351）栄養士 

① 昼食持参（学校給食費の支払いは必要ありません。） 

■給食は食べないで、お弁当を持参。 

② 食物アレルギー対応給食の提供（学校給食費は通常給食と同額です。） 

■原因食物７品目（卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生）を全て除去又は代替した給食。 

医師の署名・押印がなされた学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）（写）が必要です。 

④ 詳細献立表及び使用食材原材料表の配布 

■通常給食または食物アレルギー対応給食は食べるが、家庭配布献立表には記載されていない料理毎の詳細

な使用食材を知りたい場合。 

③ 返信用予定献立表の配布（学校給食費の減額はありません。） 

■通常給食または食物アレルギー対応給食で、食物アレルギーのため食べられない食品を、保護者の責任

において児童が除去する場合。 

必要に応じ、除去する日（一食または一部）及び弁当（一食または一部）を持参する日を記入し、事前に学

校へ提出します。 

医師の署名・押印がなされた学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）（写）が必要です。 


